
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
① 

 
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
労
働
力
人
口
が
今
後
減
少
し
て
い
く
中

で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
そ
の
能
力
を
よ
り
一
層
有
効
に
発

揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
法
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
２
０

年
４
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
ま
す
。 

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
労
働
条
件
の
明
示
お
よ
び
説
明
義
務
が

強
化
さ
れ
る
こ
と
を
は
じ
め
、
正
社
員
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
こ

と
、
さ
ら
に
は
、
正
社
員
と
同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
る
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
の
待
遇
を
差
別
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
働
き

方
に
応
じ
た
待
遇
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
処
遇
の
違
い
を
明
確
に
し
、

そ
の
根
拠
を
で
き
る
限
り
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

留
意
点
と
し
て
、
労
働
条
件
の
文
書
交
付
に
よ
る
明
示
に
つ
い

て
は
努
力
義
務
で
し
た
が
、
改
正
後
は
義
務
化
さ
れ
、
違
反
す
る

と
過
料
１
０
万
円
以
下
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
が
多
い
事
業
所
で
は
速
や
か
な
対
応
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
今
後
、
数
回
に
分
け
て
概
説
す
る
予
定
で
す
。  

 

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
は 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
は
、『
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
同

一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者(

正
社
員)

の
１
週
間

の
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
て
短
い
労
働
者
』
を
い
い
ま
す
。 

「
パ
ー
ト
」「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」「
ア
ル
バ
イ
ト
」「
嘱
託
」「
契

約
社
員
」「
準
社
員
」
な
ど
呼
び
方
は
違
っ
て
い
て
も
、
こ
の
条
件

に
当
て
は
ま
る
労
働
者
で
あ
れ
ば
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
と

し
て
こ
の
法
律
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
の
事
業
所
の

正
社
員
の
週
所
定
労
働
時
間
が
４
０
時
間
の
場
合
で
、
３
５
時
間

の
所
定
労
働
時
間
で
働
い
て
い
る
社
員
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
で
い
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
対
象
と
な
ら
な
い
フ
ル
タ
イ
ム

で
働
く
者
で
あ
っ
て
「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」
等
に
類
す
る
名
称
で

呼
ば
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た

雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。 

●
労
働
条
件
の
文
書
交
付
・
説
明
義
務 

①
雇
い
入
れ
の
際
は
、
労
働
条
件
を
文
書
で
明
確
に
す
る
こ
と 

 

事
業
主
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
入
れ
る
際･･･ 

＊
「
昇
給
の
有
無
」 

＊
「
退
職
手
当
の
有
無
」 

＊
「
賞
与
の
有
無
」 

を
文
書
等
で
明
示
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。 

 
 

労
働
基
準
法
で
は
既
に･･･ 

＊
「
契
約
期
間
」 

＊
「
仕
事
を
す
る
場
所
と
内
容
」 

＊
「
始
業
・
終
業
の
時
刻
や
所
定
時
間
外
労
働
の
有
無
」 

＊
「
賃
金
」 

な
ど
は
文
書
で
明
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

更
に
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
で
は
、
右
記
の
３
項
目
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

義
務
化
に
伴
っ
て
、
違
反
の
場
合
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
に
処

せ
ら
れ
ま
す
。 

留
意
点
（
第
６
条
、
第
４
７
条
の
解
釈
） 

  

第
６
条
（
労
働
条
件
に
関
す
る
文
書
の
交
付
等
） 

 

事
業
主
は
、
短
時
間
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
当
該
短
時
間
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項

の
う
ち
労
働
基
準
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
４
９
号
）
第
１
５
条

第
１
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
以
外
の
も
の

で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特

定
事
項
」
と
い
う
。）
を
文
書
の
交
付
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
方
法
（
次
項
に
お
い
て
「
文
書
の
交
付
等
」
と
い
う
。）
に
よ

り
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
４
７
条
（
罰
則
） 

第
６
条
第
１
項
に
違
反
し
た
者
は
、
１
０
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。 

 

第
４
７
条
に
お
い
て
、『
第
６
条
第
１
項
に
違
反
し
た
者
は
、

１
０
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
』
の
規
定
か
ら
、
労
働
者
１
人

に
付
き
１
０
万
以
下
の
過
料
と
解
釈
で
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

例
え
ば
３
０
人
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
し
て
お
り
、
第

６
条
違
反
の
場
合
、
３
０
０
万
円
以
下
の
過
料
が
処
せ
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
解
釈
も
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
過
料
は
行

政
処
分
で
す
か
ら
、
是
正
指
導
、
是
正
勧
告
等
の
警
告
が
事
前
に

通
知
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
第
６
条
の

速
や
か
な
対
応
は
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。 

 

②
雇
い
入
れ
後
も
待
遇
面
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と 

 

雇
い
入
れ
後
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
時
、

待
遇
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
た
事
項
を
説
明
す
る
こ
と

が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。 

※
説
明
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
事
項 

・
労
働
条
件
の
明
示 

・
就
業
規
則
の
作
成
手
続 

・
待
遇
の
差
別
的
取
扱
い 

・
賃
金
の
決
定
方
法 

・
教
育
訓
練 

・
福
利
厚
生
施
設 

・
正
社
員
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置 

    

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所 

社
会
保
険
労
務
士 

赤
井
孝
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